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（速報） 
今夏のプレジャーボート等の乗船者の人身事故及び 
マリンレジャーに伴う海浜事故の発生状況について 

 
～ライフジャケット未着用者による事故が増加～ 

 
平成２０年７月１日～８月３１日までの 2 ヶ月間、全国で発生したプレジャーボート等の乗

船者の人身事故及びマリンレジャーに伴う海浜事故をとりまとめた結果、発生状況は以下の通

りです。 
 
 
○ プレジャーボート等の乗船者の事故は 77 人、昨年に比べ 22 人の増 
○ マリンレジャーに伴う海浜事故者数は 399 人、昨年に比べ 19 人の減 

 
 
１ プレジャーボート等の乗船者の事故発生状況 

プレジャーボート等の乗船者の人身事故数は 77 人で、うち死者・行方不明者数は 9 人

でした。昨年に比べ、事故者数は 22 人増加、死者・行方不明者も 2 人増加しました。こ

のうち海中転落による事故者数は 17 人（死者・行方不明者 6 人）が発生し、プレジャー

ボート等の乗船者の人身事故における死者・行方不明者の中で、最も多く死者・行方不明

者が発生しました。 
なお、この 6 人はライフジャケットを着用しておりませんでした。 

 
２ マリンレジャーに伴う海浜事故の発生状況 

マリンレジャーに伴う海浜事故者数は 399 人で、うち死者・行方不明者数は 144 人でし

た。昨年に比べ、事故者数は 19 人減でしたが、死者・行方不明者数は 15 人増でした。 
 この内訳は、遊泳中の事故者数は 249 人（死者・行方不明者数 97 人）、磯遊び中の事故

者数は 27 人（死者・行方不明者数 18 人）、釣り中の事故者数は 25 人（死者・行方不明者

数 9 人）、サーフィン中の事故者数は 23 人（死者・行方不明者数は２人）、ボードセーリ

ング中の事故者数は 5 人（ボードセーリング中における死者・行方不明者は 0 人）となっ

ています。 
 

問い合わせ先 
警備救難部救難課 
    海浜事故対策官 村瀬 
℡ 03-3591-6361（内線 5902） 
   03-3581-2828（夜間直通） 



３ 期間中の事故発生状況の特徴 
この期間中に発生した事故の特徴として、以下のことがあげられます。 

（１）プレジャーボート等の乗船者の人身事故において、その他の事故が大幅に増加しまし

た。これは、ゴムボートに 7 人が乗船しパドリングしていたところ、流されて帰還不

能となった事例、水上バイクから落水し、流されたことにより水上バイクに戻れなく

なった事案が 5 件 8 人発生したことによるものです。 
（２）マリンレジャーに伴う海浜事故では、遊泳中の事故数が約 6 割を占めています。この

うち、溺水による原因が遊泳中の事故者数の約 5 割を占め、帰還不能による原因が約

3 割を占めています。また、10 代～30 代に多く事故が発生している傾向があります。 
（３）マリンレジャーに伴う海浜事故のその他にはバナナボートなどの事故も 21 件 21 人含

まれております。バナナボートなどは手軽に楽しめますが、スピードとスリルを求め

る余り、搭乗者が落水した時に身体を強打し怪我をするなど思わぬ場面で事故に遭遇

したものと考えられます。 
（４）岸壁・防波堤釣り中の事故者は、その全員がライフジャケットを着ていませんでした。

ライフジャケットを着て釣りをするなど、安全意識の高い人は事故を起こさない傾向

があると考えられます。 
（５）海難によるプレジャーボート等からの海中転落及び海難によらないプレジャーボート

等からの海中転落による事故者数は 123 人と昨年より 17 人増となり、特に、ライフ

ジャケットを着用していない事故者が昨年より 15 人増加となりました。 
また、ライフジャケットを着用して死亡・行方不明となった人は 2 人（昨年比 5 人

減）、ライフジャケットを着用せず死亡・行方不明となった人は 9 人（昨年比 3 人増）

となり、ライフジャケットの着用有無による死亡率はそれぞれ 2.8％、17.6％となり、

ライフジャケットを着用していない場合の死亡率は着用していた場合の約 6 倍と高く、

ライフジャケットの着用・非着用が生死を決する大きな要因となっており、ライフジ

ャケットの着用の有効性が顕著に表れています。 
 

※ プレジャーボート等とは、プレジャーボート（モーターボート、ヨット、水上オートバイ等）及

び遊漁船をいう。 

※ マリンレジャーに伴う海浜事故とは、遊泳中、釣り中、磯遊び中、スキューバダイビング中、サ

ーフィン中の海浜事故をいう。 

※ 数値は、速報値であり、後日修正もあり得る。 
 
 



夏季における事故発生状況 

（平成２０年７月１日～８月３１日） 

 事故発生状況 

   （単位：人） 

 年      

船舶の用途 

平成１９年 

確定値 

平成２０年 

速報値 

海中転落 １３  （５） １７  （６） 

負傷 ３７  （０） ３２  （０） 

病気 ２  （１） ７  （１） 

中毒 ０  （０） ０  （０） 

その他 ３  （１） ２１  （２） 

プレジャーボート等

の乗船者の人身

事故 

小  計 ５５ （７） ７７  （９） 

遊泳中 ２６４ （９１） ２４９ （９７） 

磯遊び中 ３１ （１５） ２７ （１８） 

釣り中（磯釣り） ７  （４）   ８  （２） 

釣り中（岸壁・防波堤釣り） ２４ （１１） １７ （７） 

サーフィン中 ２８  （１） ２３ （２） 

ボートセーリング中 ７  （０） ５ （０） 

スキューバダイビング中 １４  （５） １７ （７） 

ウェイクボード中 １２  （０） ９ （０） 

その他 ３１  （２） ４４ （１１） 

マリンレジャーに伴

う海浜事故 

小  計 ４１８（１２９） ３９９（１４４） 

合   計 ４７３（１３６） ４７６（１５１） 

注１） 「プレジャーボート等の乗船者の人身事故」とは、船舶海難以外の事由によ

り発生したプレジャーボート及び遊漁船の乗船者の事故をいう  

注２） （ ）内は死者・行方不明者数で再掲  

 
 


